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 逗子市は 2016年７月 16日、日本で３番目にフェアトレードタウンに認定されました。 

５月の世界フェアトレード月間にあわせて、フェアトレードやフェアトレードタウンとは

なにか、世界各地の広がりと、逗子での活動について紹介したパネル展示等を行います。 

 

 

■内 容 フェアトレードに関するパネル展示及びフェアトレード商品の販売 

■日 時 2018年５月２日（水）～５月 31日(木) 

■場 所 逗子市役所など市内４つの公共施設 

 

■「フェアトレード」とは 

適正な価格で取引することを通じて、開発途上国の農家や小規模生産者、女性など、立場の弱

い人々の自立を支援する国際協力です。 

逗子市はフェアトレードタウンとして、ウェルフェア（福祉）とフェアトレード（公正貿易）

を掛け合わせた「ウェルフェア・トレード」を推進しています。 

 

■逗子チョコとは 

ボリビアやペルーのカカオ、フィリピンの黒糖などフェアトレードの材料を使用。乳化剤不使

用の優しくなめらかな味わいのチョコレートの逗子限定のオリジナルラベルです。 

イラストは障がいのある方が描いてくださった絵の中から投票で選ばれた 8 作品を使用。ラベ

ルは市内の福祉施設で手作業で貼っています。 

 

■詳しくは、別紙のチラシをご覧ください。 
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「フェアトレード巡回展 ＆逗子チョコ・コーヒー販売」を開催します 
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